
科学的介護推進
加算

個別機能訓練加
算（Ⅱ）

ＡＤＬ維持等加算
（Ⅰ）

ＡＤＬ維持等加算
（Ⅱ）

リハビリテーション
マネジメント加算

（Ａ）ロ
リハビリテーション
マネジメント加算

（Ｂ）ロ

褥瘡マネジメント
加算（Ⅰ）

褥瘡マネジメント
加算（Ⅱ）

排せつ支援加算
（Ⅰ）

排せつ支援加算
（Ⅱ）

排せつ支援加算
（Ⅲ）

栄養アセスメント
加算

口腔機能向上加
算（Ⅱ）

通所介護 ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型通所介護 ○ ○ ○ ○ ○

認知症対応型通所介護（予防含む） ○ ○
○

（予防を除く）
○ ○

特定施設入居者生活介護（予防含む） ○ ○
○

（予防を除く）

地域密着型特定施設入居者生活介護 ○ ○ ○

認知症対応型共同生活介護（予防を含む） ○

小規模多機能型居宅介護（予防含む） ○

看護小規模多機能型居宅介護 ○ ○ ○ ○ ○

通所リハビリテーション（予防含む） ○
○

（予防を除く）
○ ○

訪問リハビリテーション
○

（予防を除く）

LIFEの活用等が要件として含まれる加算一覧（施設・サービス別） 別添１

科学的介護
推進加算
（Ⅰ）
科学的介護
推進加算
（Ⅱ）

個別機能訓
練加算（Ⅱ）

ＡＤＬ維持等
加算（Ⅰ）
ＡＤＬ維持等
加算（Ⅱ）

リハビリテー
ションマネジ
メント計画書
情報加算

理学療法、
作業療法及
び言語聴覚
療法に係る
加算

褥瘡マネジ
メント加算
（Ⅰ）
褥瘡マネジ
メント加算
（Ⅱ）

褥瘡対策指
導管理（Ⅱ）

排せつ支援
加算（Ⅰ）
排せつ支援
加算（Ⅱ）
排せつ支援
加算（Ⅲ）

自立支援促
進加算

かかりつけ
医連携薬剤
調整加算

薬剤管理指
導

栄養マネジ
メント強化加
算

口腔衛生管
理加算（Ⅱ）

介護老人福祉施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護老人保健施設 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

介護医療院 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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○ 介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進し、介護サービスの質の向上を図る観点から、以下の見直し
を行う。
ア 施設系サービス、通所系サービス、居住系サービス、多機能系サービスについて、CHASEの収集項目の各領

域（総論（ADL）、栄養、口腔・嚥下、認知症）について、事業所の全ての利用者に係るデータを横断的にCHASEに
提出してフィードバックを受け、それに基づき事業所の特性やケアの在り方等を検証し、利用者のケアプラン
や計画への反映、事業所単位でのPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上の取組を評価する加算を創設する。

その際、詳細な既往歴や服薬情報、家族の情報等より精度の高いフィードバックを受けることができる項目を
提出・活用した場合には、更なる評価を行う区分を設定する。【告示改正】
※ 提出・活用するデータについては、サービスごとの特性や事業所の入力負担等を勘案した項目を設定。

イ CHASEの収集項目に関連する加算等において、利用者ごとの計画書の作成とそれに基づくPDCAサイクルの
取組に加えて、データ提出とフィードバックの活用による更なるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を図る
ことを評価・推進する。【告示改正】
※ 認知症対応型通所介護について記載。このほか、通所介護や特別養護老人ホーム等の個別機能訓練加算に
おける新たな区分の創設や、リハビリ、栄養関係の加算における要件化を実施。

ウ 介護関連データの収集・活用及びPDCAサイクルによる科学的介護を推進していく観点から、全てのサービス
（居宅介護支援を除く）について、 CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、
ケアの質の向上の取組を推奨する。居宅介護支援については、各利用者のデータ及びフィードバック情報のケ
アマネジメントへの活用を推奨する。【省令改正】

概要

３．（２）① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進①

【全サービス★】

R3.1.13諮問・答申済

※ 令和３年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した
名称を用いる予定。
科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence;LIFE ライフ）



19

＜運営基準（省令）＞
○ サービス毎に、以下を規定。（訪問介護の例）

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関
連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に実施しなければならない。

基準（ウ）

３．（２）① CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進③

【全体像】

nakajimak
長方形

nakajimak
長方形




